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令和５年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
【令和５年３月１３日】 

 

 

１ 文京区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 出産育児一時金の額の引上げ、保険料率の改定等を行うとともに、国民健康保険法施行令（昭

和３３年政令第３６２号）等の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

 ア 出産育児一時金の額の引上げ（第１０条第１項） 

健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）等の一部改正に伴い、令和５年４月１日以後の出産に

ついて支給する出産育児一時金の額を４２万円から５０万円に引き上げる。 

  イ 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に合わせた賦課割合、保険料率等の改定 

(ア) 賦課割合の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４） 

    ・基礎賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６３：３７  →  所得割：均等割＝６１：３９ 

    ・後期高齢者支援金等賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６３：３７  →  所得割：均等割＝６１：３９ 

    ・介護納付金賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６０：４０  →  所得割：均等割＝６１：３９ 

(イ) 保険料率等の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４） 

    ・基礎賦課額 

     所得割 １００分の７．１６  →  １００分の７．１７ 

     均等割 ４２，１００円    →  ４５，０００円 

    ・後期高齢者支援金等賦課額 

     所得割 １００分の２．２８  →  １００分の２．４２ 

     均等割 １３，２００円    →  １５，１００円 

    ・介護納付金賦課額 

     所得割 １００分の２．０９  →  １００分の１．９２ 

     均等割 １６，６００円    →  １６，２００円 

(ウ) 保険料から減額する額の改定（第１９条の２） 

     所得が一定額以下の場合に行う保険料の軽減について、保険料率等の改定に伴い、減じる額を改める。 

    ・７割減額 

     基礎賦課額         ２９，４７０円  →  ３１，５００円 

     後期高齢者支援金等賦課額   ９，２４０円  →  １０，５７０円 

     介護納付金賦課額      １１，６２０円  →  １１，３４０円 

    ・５割減額 

基礎賦課額         ２１，０５０円  →  ２２，５００円 

後期高齢者支援金等賦課額   ６，６００円  →   ７，５５０円 

     介護納付金賦課額       ８，３００円  →   ８，１００円 

    ・２割減額 

     基礎賦課額          ８，４２０円  →   ９，０００円 

     後期高齢者支援金等賦課額   ２，６４０円  →   ３，０２０円 

     介護納付金賦課額       ３，３２０円  →   ３，２４０円 
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ウ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料賦課限度額等の改定 

   (ア) 後期高齢者支援金等賦課限度額の改定（第１５条の１６及び第１９条の２） 

２００，０００円  →  ２２０，０００円 

※ 基礎賦課限度額及び介護納付金賦課限度額については、改定なし。 

(イ) 保険料軽減対象の拡大（第１９条の２） 

 ・５割減額 

現行   基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（２８万５千円×被保険者等の数）   

  改正後  基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（２９万円×被保険者等の数） 

 ・２割減額 

  現行   基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（５２万円×被保険者等の数） 

  改正後  基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（５３万５千円×被保険者等の数） 

エ 未就学児の被保険者均等割額から減じる額の改定（第１９条の４） 

  未就学児がいる場合に行う保険料の軽減について、保険料率等の改定に伴い、減じる額を改める。 

 (ア) ７割減額世帯 

   基礎賦課額          ６，３１５円  →   ６，７５０円 

   後期高齢者支援金等賦課額   １，９８０円  →   ２，２６５円 

 (イ) ５割減額世帯 

   基礎賦課額         １０，５２５円  →  １１，２５０円 

   後期高齢者支援金等賦課額   ３，３００円  →   ３，７７５円 

 (ウ) ２割減額世帯 

   基礎賦課額         １６，８４０円  →  １８，０００円 

   後期高齢者支援金等賦課額   ５，２８０円  →   ６，０４０円 

 (エ) 所得による減額がない世帯  

基礎賦課額         ２１，０５０円  →  ２２，５００円 

後期高齢者支援金等賦課額   ６，６００円  →   ７，５５０円 

オ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和５年４月１日。ただし、⑵オについては公布の日 

 

 

２ 文京区立本郷小学校増築校舎借上契約 

⑴ 契約の目的  文京区立本郷小学校校舎増築 

⑵ 契約の方法  指名競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金５億４，６４８万円 

⑷ 契約の相手方 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号 

         大和リース株式会社東京本店 

         本店長 杉尾芳彦 

【参考】 

① 契 約 期 間  令和５年３月 1４日から令和１０年２月２８日まで 

② 支出科目等  令和４年度 一般会計 教育費 学校教育費 

           令和５年度から令和９年度まで 債務負担行為 

 


